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告告 示示

宮崎県告示第 512号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定をした。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問看護平成28年６月１日宮崎県都城市都原
町7985番地２

合同会社メディカ
ルケア・ウィム・
土原

宮崎県都城市早水
町３号１番１ステ
ップハウスピボッ
ト１階

訪問看護ステーシ
ョンＣＵＲＡ都城

4560290332

訪問看護平成28年６月16日宮崎県小林市真方
87番地

医療法人養気会宮崎県小林市真方
87番地

池井病院訪問看護
ステーションひと
み

4560590020

宮崎県告示第 513号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第46条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅介護支援事業者の指定をした。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 者

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護支援平成28年６月１日宮崎県延岡市伊形
町5006番地１

合同会社フィロソ
フィカルナーシン
グ

宮崎県延岡市伊形
町5006番地１

ナーシングケアプ
ランみつばち鳥

4570302531
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居宅介護支援平成28年６月６日宮崎県串間市西方
15153番地３

社会福祉法人むつ
み会

宮崎県串間市西方
15153番地３

社会福祉法人むつ
み会 プランニン
グハートむつみ

4570700502

宮崎県告示第 514号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指定をした。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防訪問看
護

平成28年６月１日宮崎県都城市都原
町7985番地２

合同会社メディカ
ルケア・ウィム・
土原

宮崎県都城市早水
町３号１番１ステ
ップハウスピボッ
ト１階

訪問看護ステーシ
ョンＣＵＲＡ都城

4560290332

介護予防通所介
護

平成28年６月10日宮崎県宮崎市清武
町あさひ一丁目13
番地

特定非営利活動法
人遊人会

宮崎県東諸県郡国
富町須志田 137湿
１

活きいき村 くに
とみ

4571901018

介護予防訪問看
護

平成28年６月16日宮崎県小林市真方
87番地

医療法人養気会宮崎県小林市真方
87番地

池井病院訪問看護
ステーションひと
み

4560590020

宮崎県告示第 515号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条の規定により、指定

居宅サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

短期入所生活介
護

平成28年６月30日宮崎県都城市志比
田町4536番地

株式会社ひだまり
の郷

宮崎県都城市志比
田町4536番地

短期入所生活介護
ひだまりの郷

4570202780

宮崎県告示第 516号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の５の規定により

、指定介護予防サービス事業の廃止について次のとおり届出があっ

た。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防短期入
所生活介護

平成28年６月30日宮崎県都城市志比
田町4536番地

株式会社ひだまり
の郷

宮崎県都城市志比
田町4536番地

短期入所生活介護
ひだまりの郷

4570202780

宮崎県告示第 517号

宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例（昭和52年宮崎

県条例第27号）第14条第１項の規定により、青少年に有害な興行と

して次のものを指定した。

平成28年８月１日
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指定年月日製作・配給会社名題 名種類指定番号

平成28年７

月22日

加藤組
＜オーピー映画＞

シーサイドバラッド映画28年湿17

清水組
＜オーピー映画＞

巨乳水着未亡人 悩殺熟女の秘密の痴態映画28年湿18

池島組
＜オーピー映画＞

性愛スキャンダル コケシと花嫁映画28年湿19

橋口組
＜新東宝映画＞

人妻 悶絶いけにえ映画28年湿20

内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、青少年に粗暴性若しくは残虐性を生ぜしめ、又は青少年の
犯罪を誘発し、その健全な成長を阻害するおそれがあるため。

指定理由

宮崎県告示第 518号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 日南市大字大窪字大間伏4621湿１

、4621湿２、字管谷4706湿５

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字大間伏4621湿２・字管谷4706湿５（以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び南那珂農林振興局並び

に日南市役所に備え置いて縦覧に供する。）

公公 告告

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、三ヶ所土地改良区（五ヶ瀬町）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

五ヶ瀬町大字三ヶ所 10742番地甲 斐 寛 也理 事

住 所氏 名役 名

五ヶ瀬町大字三ヶ所 10742番地甲 斐 文 代理 事

（任期：平成29年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、北部土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字榎田99番地１常 森 賢 二理 事

えびの市大字東川北1405番地山 下 広 志理 事

えびの市大字西川北 568番地３岩 屋 松 郎理 事

えびの市大字東川北1234番地２重 留 和 秀理 事

えびの市大字榎田 560番地イ二 宮 利 榮理 事

えびの市大字榎田15番地84亀 園 政 徳監 事

えびの市大字東川北 852番地駒 崎 秀 雄監 事

（任期：平成30年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字榎田99番地１常 森 賢 二理 事

えびの市大字東川北1405番地山 下 広 志理 事

えびの市大字西川北 568番地３岩 屋 松 郎理 事
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えびの市大字東川北1227番地竹 下 善 和理 事

えびの市大字榎田 532番地小 原 壽理 事

えびの市大字榎田15番地84亀 園 政 徳監 事

えびの市大字東川北 852番地駒 崎 秀 雄監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、長江浦土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字西長江浦1554番地栗 下 政 雄理 事

えびの市大字西長江浦2002番地平 廣 行理 事

えびの市大字西長江浦 635番地１木佐貫 浩 二理 事

えびの市大字西長江浦 463番地玉 利 純 男理 事

えびの市大字東長江浦1709番地２淵 上 浩 一理 事

えびの市大字東長江浦 976番地長 谷 喜志男理 事

えびの市大字東長江浦 243番地明 石 照 秋理 事

えびの市大字西長江浦1560番地柊 山 義 臣監 事

えびの市大字東長江浦 377番地井 園 甚 市監 事

（任期：平成30年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字西長江浦1554番地栗 下 政 雄理 事

えびの市大字西長江浦2002番地平 廣 行理 事

えびの市大字西長江浦 603番地西 村 彰理 事

えびの市大字西長江浦 312番地２竹 中 薫理 事

えびの市大字東長江浦1533番地１岩 下 百 年理 事

えびの市大字東長江浦 971番地畠 田 俊 三理 事

えびの市大字東長江浦 243番地明 石 照 秋理 事

えびの市大字西長江浦1560番地柊 山 義 臣監 事

えびの市大字東長江浦 377番地井 園 甚 市監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、田代土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字末永2490番地鶴 内 浩 俊理 事

えびの市大字末永2500番地貴 嶋 公 憲理 事

えびの市大字末永2767番地辻 五 男理 事

えびの市大字末永2361番地２宮 原 和 彦理 事

えびの市大字末永2476番地６新 竹 美喜雄理 事

えびの市大字原田2299番地岩 元 昭一郎理 事

えびの市大字末永2282番地加 藤 利 雄理 事

えびの市大字末永2720番地前 原 良 一監 事

えびの市大字末永2202番地川 崎 良 信監 事

えびの市大字末永2425番地加 藤 重 次監 事

（任期：平成30年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字末永2490番地鶴 内 浩 俊理 事

えびの市大字末永2411番地３永 田 幸 男理 事

えびの市大字末永2316番地ロ宮 原 富 雄理 事

えびの市大字末永2476番地６新 竹 美喜雄理 事

えびの市大字末永2719番地前 原 和 明理 事

えびの市大字末永2724番地樋 渡 政 幸理 事

えびの市大字末永2282番地加 藤 利 雄理 事
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えびの市大字末永2826番地橋 口 一 則監 事

えびの市大字末永2307番地池 田 憲 行監 事

えびの市大字末永2493番地２向 井 勝 之監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、中央土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字灰塚 283番地竹 本 博 美理 事

えびの市大字永山74番地３柊 山 金 義理 事

えびの市大字西郷22番地湯 田 茂 美理 事

えびの市大字永山 387番地10竹 下 勇 作理 事

えびの市大字西長江浦 604番地１満 留 英 俊理 事

えびの市大字東長江浦 360番地山 下 正 成理 事

えびの市大字栗下41番地有 村 輝 彦理 事

えびの市大字灰塚 717番地２森 賢理 事

えびの市大字湯田 113番地杉 元 義 男監 事

えびの市大字永山 377番地４西 田 和 政監 事

えびの市大字小田 929番地坂 元 幸 保監 事

（任期：平成32年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字西長江浦1414番地時 吉 弘 之理 事

えびの市大字永山 116番地萩 原 輝 人理 事

えびの市大字西郷７番地松 田 輝 久理 事

えびの市大字永山 420番地西 田 裕一郎理 事

えびの市大字東長江浦 360番地山 下 正 成理 事

えびの市大字栗下３番地10望 月 勉理 事

えびの市大字灰塚 720番地森 真理 事

えびの市大字西長江浦1545番地尾野江 秋 三理 事

えびの市大字湯田15番地湯田園 安 視監 事

えびの市大字永山 377番地４西 田 和 政監 事

えびの市大字小田 929番地坂 元 幸 保監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、昌明寺土地改良区（えびの市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字昌明寺 365番地湯 川 幹 二理 事

えびの市大字昌明寺 155番地宮 園 良 春理 事

えびの市大字昌明寺 613番地７大 辻 敬一郎理 事

えびの市大字昌明寺 318番地松 下 信 晴理 事

えびの市大字昌明寺 291番地３前 田 正 敏理 事

えびの市大字昌明寺 381番地７木 村 政 一監 事

えびの市大字昌明寺 678番地吉 村 幸 雄監 事

（任期：平成32年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

えびの市大字昌明寺 365番地湯 川 幹 二理 事

えびの市大字昌明寺 155番地宮 園 良 春理 事

えびの市大字昌明寺 613番地７大 辻 敬一郎理 事

えびの市大字昌明寺 318番地松 下 信 晴理 事

えびの市大字昌明寺 291番地３前 田 正 敏理 事

えびの市大字昌明寺 381番地７木 村 政 一監 事

えびの市大字昌明寺 678番地吉 村 幸 雄監 事
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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、平川土地改良区（小林市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役 名

小林市細野1478番地嶋 田 正理 事

小林市細野 795番地佃 戰 一理 事

小林市南西方1804番地東木場 睦 雄理 事

小林市南西方2632番地上別府 勝 男理 事

小林市細野 925番地ロの１木 下 進 一理 事

小林市南西方1882番地１村 川 健 一監 事

小林市南西方2225番地１下ノ園 幸 三監 事

小林市細野 883番地１柚木脇 充監 事

（任期：平成32年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役 名

小林市細野1478番地嶋 田 正理 事

小林市細野 795番地佃 戰 一理 事

小林市細野1162番地２安 藤 住 夫理 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、高木古田土地改良区（都城市）の役員の退任について次のとおり

届出があった。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 退任した役員

住 所氏 名役 名

都城市高木町4625番地東 森 松 男理 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、平川土地改良区（小林市）から平成28年７月４日付けで申請のあ

った定款の変更を認可した。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

建設業法（昭和24年法律第 100号）第29条第１項の規定により、

建設業者許可を次のとおり取り消した。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

小林市南西方1804番地東木場 睦 雄理 事

小林市南西方2235番地３下ノ園 久 雄理 事

小林市細野 925番地ロの１木 下 進 一理 事

小林市南西方1882番地１村 川 健 一監 事

小林市南西方2241番地１下ノ園 誠監 事

小林市細野 881番地柚木脇 薫監 事

処分をした年月日
処分の原因と

なった事実

処分の内容処分を受けた建設業者

取り消した業種
許可の
区分

主たる営業
所の所在地

代表者の氏名商号又は名称許可番号

平成28年６月30日
（全廃業）

平成28年６月
30日付けで廃
業した旨の届
け

電気工事業、消防施設
工事業

一般宮崎県日向
市北町１湿
24

尾前 茂喜日向合同電設
禍

宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿23)第 199号

平成28年６月14日
（全廃業）

平成28年６月
14日〃

土木工事業、とび・土
工工事業

一般宮崎県日向
市大字財光
寺字長江 3
07湿12

前田 廣美珂前田工務店宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿23)第1186号

平成28年６月30日
（全廃業）

平成28年６月
30日〃

土木工事業、とび・土
工工事業、管工事業、
ほ装工事業、水道施設
工事業、消防施設工事
業

一般宮崎県都城
市花繰町34
湿６湿２

江口 清則珂江口建設宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿24)第1434号

平成28年６月29日
（全廃業）

平成28年６月
29日〃

土木工事業、とび・土
工工事業、ほ装工事業
、水道施設工事業

一般宮崎県宮崎
市佐土原町
下那珂9099

佐藤 和己禍丸忠産業宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿24)第5552号
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平成28年６月１日
（全廃業）

平成28年６月
１日〃

土木工事業、とび・土
工工事業、造園工事業
、さく井工事業、水道
施設工事業

一般宮崎県宮崎
市昭栄町２

坂元 純洋珂藤永テック宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿27)第 12044号

平成28年６月８日
（全廃業）

平成28年６月
８日〃

とび・土工工事業一般宮崎県日向
市大字財光
寺5260湿１

中村 照男中村クレーン
工業

宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿26)第 12673号

平成28年６月24日
（全廃業）

平成28年６月
24日〃

内装仕上工事業一般宮崎県都城
市乙房町15
88湿４

中村 寿高寿建宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿25)第 13134号

平成28年６月10日
（一部廃業）

平成28年６月
10日〃

とび・土工工事業、ほ
装工事業

一般宮崎県東臼
杵郡椎葉村
大字松尾12
53湿３

於久 幸伸禍松於組宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿23)第1394号

平成28年６月24日
（一部廃業）

平成28年６月
24日〃

土木工事業一般宮崎県日南
市星倉３湿
13湿６

福尾 真一禍福尾建設宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿23)第2416号

平成28年６月２日
（一部廃業）

平成28年６月
２日〃

水道施設工事業一般宮崎県西諸
県郡高原町
大字西麓 5
83

福元 智子禍西種子田電
気水道店

宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿23)第5561号

平成28年６月２日
（一部廃業）

平成28年６月
２日〃

管工事業一般宮崎県宮崎
市大字赤江
831湿１

斉藤 富美雄珂宮電宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿27)第7982号

平成28年６月９日
（一部廃業）

平成28年６月
９日〃

内装仕上工事業一般宮崎県宮崎
市村角町原
口2574

鎌田 泰子禍宮崎シーリ
ング

宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿23)第8974号

平成28年６月17日
（一部廃業）

平成28年６月
17日〃

土木工事業、とび・土
工工事業、石工事業、
鋼構造物工事業、ほ装
工事業、しゅんせつ工
事業、水道施設工事業

一般宮崎県宮崎
市田代町56
湿６

大橋 洋之大和産業宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿26)第 13317号

平成28年６月15日
（一部廃業）

平成28年６月
15日〃

塗装工事業一般宮崎県西臼
杵郡日之影
町大字七折
12304湿５

木田 正隆禍平成産業宮 崎 県 知 事 許 可
(般湿27)第 13364号

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成28年８月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 競争入札に付する事項

茨 借入物品及び数量 放置駐車違反管理システム 一式

芋 借入物品の特質等 仕様書による

鰯 契約期間 平成29年３月１日から平成34年２月28

日まで

允 納入場所 仕様書による

印 入札方法 茨の借入物品について入札を実施する

。入札金額は、調達内容に係る一切の諸経費を含めた額とし、

賃貸借料（保守料を含む。）の一月当たりの単価に契約期間月

数を乗じた金額を記載すること。なお、落札決定に当たっては

、入札書に記載した金額に 100分の８に相当する金額を加算し

た金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成

17年宮崎県条例第81号）第２条第１項第１号の規定による契約

であり、県は、上記１の鰯の契約期間において次に掲げる場合

のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする

。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件

契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を

全て満たす者とする。

茨 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準

等に関する要綱（昭和46年宮崎県告示第93号）に基づき競争入

札参加資格者名簿に登載されている者であること。ただし、同

要綱に基づく指名停止期間の決定を受けている者でないこと。

芋 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。

鰯 納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設置

、設定できると認められる者であること。
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允 本件の借入物品について、保守、点検、修理、部品の提供等

のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ると認められる者であること。

印 納入する物品を第三者をして貸付けしようとする者にあって

は、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三

者をして貸付けできる能力を有することを証明した者であるこ

と、又は芋～允を履行できる者と共同して当該物品を貸付ける

ことが可能であることを証明した者であること。

咽 経営者等（法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業

所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店若しくは営

業所の代表者をいう。）が、暴力団関係者（暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下この号において同じ。）若しくは暴力団員と交わ

りを持つ者をいう。）である者又は暴力団若しくは暴力団員が

経営を支配し若しくは利用している者でないこと。

員 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規

定に該当しない者であること。

因 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更正手続開始

の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づく再

生手続開始の申立て（以下これらを「申立て」という。）がな

されてない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手

続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けてい

る者は、申立てがなされていない者とする。

４ 入札参加資格等の審査

入札に参加しようとする者は、入札説明書に定める競争入札参

加資格審査申請書に必要書類を添付して次の場所に提出しなけれ

ばならない。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときはこ

れに応じなければならない。

茨 提出場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係 宮崎市旭１

丁目８番28号

郵便番号 880湿8509 電話番号0985（31）0110

芋 提出期間 平成28年８月１日（月）から平成28年８月29日（

月）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から

午後５時まで）

鰯 提出方法 持参又は送付（郵送にあっては、書留郵便に限る

。）により提出すること。

允 審査結果の通知 入札参加資格の審査結果は、平成28年９月

８日（木）までに通知する。

５ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係

芋 期間 平成28年８月１日（月）から平成28年９月12日（月）

まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後

５時まで）

６ 入札説明書及び仕様書の交付

茨 場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係

芋 期間 平成28年８月１日（月）から平成28年８月29日（月）

まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後

５時まで）

７ 入札及び開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県警察本部７階 703会議室

芋 日時 平成28年９月13日（火）午後１時30分

鰯 提出方法 上記日時に持参により提出すること。送付その他

の手段による提出は受け付けない。

８ 入札保証金

宮崎県財務規則第 100条の規定による。

９ 入札の無効に関する事項

宮崎県財務規則第 125条に規定する入札は、無効とする。

10 落札者の決定の方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

11 契約に関する事務を担当する部局

宮崎県警察本部警務部会計課用度係 宮崎市旭１丁目８番28号

郵便番号 880湿8509 電話番号0985（31）0110

12 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

13 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達の停止等を要請する場合がある。この場合、

調達手続の停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

14 Summary

茨 Natureandquantityoftheproducttobepurchased:

Leaseofaleavealoneparkingviolationmanagement

system,1sets

芋 Timelimitfortender5:00p.m.29August,2016

鰯 Contactpointforthenotice:FinanceDivision,Miyazaki

PrefecturalPoliceHeadquarters,1-8-28Asahi,Miyazaki

City,MiyazakiPref.880-8509Japan.TEL:0985-31-0110

病院局公営企業告病院局公営企業告示示

病院局が発注する調達手続の特例を受ける清掃業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱をここに公表する。

平成28年８月１日

宮崎県病院局長 土 持 正 弘

病院局公営企業告示第３号

病院局が発注する調達手続の特例を受ける清掃業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成18年宮崎県病院局企業管理規程第13号）の規定により、宮

崎県病院局（以下「病院局」という。）が発注する地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
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372号）の規定の適用を受ける清掃業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下これらを「競争入札」という。）に参加

する者に必要な資格、指名競争入札の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。

（競争入札参加資格者）

第２条 病院事業の管理者（以下「管理者」という。）は、清掃業務に係る競争入札参加資格者名簿（別記様式第１号。以下「名簿」とい

う。）を作成し、及び公表するものとする。

２ 管理者は、清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（昭和54年宮崎県告示第41号）第２条第２項の規定により

知事が作成する清掃業務に係る競争入札参加資格者名簿又は管理者が作成する名簿に登録された者（以下「登録業者」という。）を競争

入札参加資格者とするものとする。

（審査の申請）

第３条 前条第１項の規定により管理者が作成する名簿への登録（以下「登録」という。）を受けようとする者は、清掃業務の委託契約に

係る競争入札参加資格審査申請書（別記様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

（１） 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書

（２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者でない旨の証明書（個人の場合に限る。）

（３） 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。）第12条の２第１項の登録

を受けていることを証する書面の写し

（４） 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がないことを証する書面

（５） 宮崎県の県税（個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。）、地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないこと

を証する書面

（６） 労働保険料に滞納がないことを証する書面

（７） 営業上の登録等一覧表（別記様式第３号）及びそれを証する書面の写し（第３号に掲げるものを除く。）

（８） 営業所等一覧表（別記様式第４号）

（９） 経営規模等総括表（別記様式第５号）

（10） 決算年度別契約実績一覧表（別記様式第６号）及び契約実績に係る契約書の写し

（11） 最近２年間（現に登録業者で、当該登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするものについては、最近１年間）の財務

諸表

（12） 最近２年間の所得税確定申告書の写し（個人の場合に限る。）

（13） 職員及び業務用機械器具等一覧表（別記様式第７号）及び社会保険加入を証する書面

（14） 有資格職員名簿（別記様式第８号）及びそれを証する書面の写し

（15） 中小企業協同組合にあっては、名称、代表者名、住所及び電話番号を明示した組合員名簿

（16） 中小企業協同組合のうち官公需適格組合の証明を受けている組合にあっては、それを証する書面の写し

（17） 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第 123号）第43条第７項の規定による報告をしなければならない者にあっては

公共職業安定所の長に提出した障害者雇用状況報告書の写し、それ以外の者にあっては障がい者の雇用状況調査票（別記様式第９号）

（18） 国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ9001又はＩＳＯ 14001の認証を取得している場合にあっては、その登録証の写し

（19） 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第２号）第25条第３号又は第29条第４号に規定する研

修に係る従事者研修実施状況表（別記様式第10号）

（20） その他管理者が必要と認める書類

２ 前項の申請書は、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程に規定する特定調達契約（以下「特定調達契約」という。）の締

結が見込まれるとき又はその他管理者が特に必要と認めるときに随時に受け付けるものとする。

（登録及び競争入札参加資格審査の実施）

第４条 管理者は、前条第１項の申請書の提出があったときは、当該申請書の審査を行い、次の各号のいずれかに該当すると認められる者

を除き、名簿に登録するものとする。

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４第１項又は第２項各号（同令第 167条の11第１項において準用する場合を

含む。以下同じ。）のいずれかに該当する者

（２） 前条第１項第３号に規定する建築物衛生法に基づく登録を受けていない者

（３） 役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。以下同じ。）

が暴力団関係者（宮崎県暴力団排除条例（平成23年宮崎県条例第18号）第２条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）で

あると認められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者

（４） 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がある者

（５） 宮崎県の県税、地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がある者

（６） 労働保険料に滞納がある者

（７） 宮崎県内の市町村において個人住民税を特別徴収すべき従業員等がいる者にあっては個人住民税の特別徴収義務者として個人住民

税の特別徴収をしていない者（当該市町村において個人住民税を特別徴収するための手続又は個人住民税の特別徴収義務者として個人

住民税を特別徴収する旨の誓約を申請日までにしない者に限る。）、宮崎県内の市町村において個人住民税を特別徴収すべき従業員等

がいない者にあっては個人住民税を特別徴収すべき従業員等が生じたときに個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収
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をする旨の誓約を申請日までにしない者

（８） 営業経験年数が１年未満の者

（９） 第６条第１項第１号若しくは第４号の規定により登録を取り消された者で、その取消しの日から１年を経過していない者又は同項

第２号若しくは第３号の規定により登録を取り消された者で、その取消しの日から２年を経過していない者

２ 前項に規定する競争入札参加資格の審査は、病院局が発注する清掃業務に係る特定調達契約の締結が見込まれるものについて、随時に

行うものとする。

３ 管理者は、第１項の規定により名簿に登録し、又は登録しなかったときは、速やかに申請者に対し清掃業務競争入札参加資格審査結果

通知書（別記様式第11号）により通知するものとする。

４ 登録の有効期間は、名簿に登録された日から翌年度の３月31日までとする。

（変更等の届出）

第５条 名簿への登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく変更等届出書（別記様式第12号）に変更事項を証す

る書面の写し（変更があった場合に限る。）を添えて管理者に届け出なければならない。

（１） 住所、商号若しくは名称又は代表者の職氏名に変更があったとき。

（２） 登録に係る業務を休止し、又は廃止したとき。

（３） 第３条第１項第３号に規定する建築物衛生法に基づく登録に変更があったとき。

（登録の取消し）

第６条 管理者は、名簿への登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

（１） 登録の有効期間中に第４条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当することとなったとき。

（２） 登録の有効期間中に第４条第１項第３号に該当することとなったとき。

（３） 虚偽の申請その他不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。

（４） 経営状況が著しく不良となり、競争入札に参加させることが不適当と認められたとき。

２ 管理者は、前項の規定により登録を取り消したときは、速やかに登録取消通知書（別記様式第13号）によりその旨を当該取消しを受け

た者に通知するものとする。

（指名基準）

第７条 指名競争入札の場合において、清掃業者を指名する場合の基準は、次のとおりとする。

（１） 登録業者のうちから指名すること。

（２） 指名する清掃業者の数は、３者以上とすること。

（指名停止）

第８条 管理者は、登録業者が、清掃業務の委託契約に係る指名競争入札に関して別表に掲げる要件に該当する場合は、１年間指名しない

（以下「指名停止」という。）ものとする。

２ 管理者は、指名停止を決定したときは、速やかに指名停止通知書（別記様式第14号）によりその旨を当該指名停止に係る登録業者に通

知するものとする。

３ 管理者は、指名停止を受けた登録業者が、現に入札未執行に係る指名を受けている場合は、当該指名を取り消すものとする。

４ 指名停止の期間の終期が第４条第４項に規定する競争入札参加資格に係る登録の有効期間の満了の日後であり、かつ、当該登録業者が

当該登録の有効期間の満了の日後も引き続き登録を受けている場合にあっては、当該指名停止は、当該指名停止の終期まで引き続き効力

を有するものとする。

（一般競争入札参加資格に係る制限）

第９条 契約担当者（管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。）は、指名停止を受けた登録業者が当該指名停止

を受けている間は、当該登録業者を一般競争入札に参加させてはならない。

（随意契約の相手方の制限）

第10条 契約担当者は、指名停止を受けた登録業者が当該指名停止を受けている間は、当該登録業者を随意契約の相手方としてはならない

。ただし、災害等の緊急を要する場合又は取引の相手方が特定され、かつ、他の者に代え難い場合等特にやむを得ない理由があるときは

、この限りでない。

（契約違反等の報告）

第11条 清掃業務に関係する県立宮崎病院、県立延岡病院及び県立日南病院の長は、登録業者が別表に掲げる要件のいずれかに該当すると

認められるときは、速やかに契約違反等報告書（別記様式第15号）を病院局経営管理課長へ提出するものとする。

（雑則）

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日等）

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度に発注する清掃業務委託契約に係る一般競争入札から適用する。
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病院局公病院局公告告

競争入札参加者の資格に関する公告

平成28年度において、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規程（平成18年病院局企業管理規程第13号）に規定する特定調

達契約の締結が見込まれるので、次のとおり当該調達契約に係る一

般競争入札又は指名競争入札（以下これらを「競争入札」という。

）に参加する者に必要な資格を公示する。

平成28年８月１日

宮崎県病院局長 土 持 正 弘

１ 調達する物品等又は特定役務の種類

建築物の清掃サービス

２ 競争入札に参加する者に必要な資格

病院局が発注する調達手続の特例を受ける清掃業務の委託契約

に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（平成28年宮崎県病院

局公営企業告示第３号。以下「要綱」という。）に基づき清掃業

務の入札参加資格者名簿に登録されたもの。

３ 入札参加資格審査の申請の方法

茨 申請の方法

要綱第３条第１項に規定する申請書及び添付書類を持参又は

送付（郵便にあっては書留郵便に限る。）により提出すること

。

芋 申請書類の受付期間

平成28年８月１日から平成28年８月15日までとする。（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）ただ

し、受付期間終了後も随時受け付けるが、この場合には入札参

加資格審査が入札に間に合わないことがある。

鰯 申請書の配布及び提出場所並びに申請に対する問い合わせ先

宮崎県病院局経営管理課 経営・財務担当

宮崎市橘通東２丁目10番１号

郵便番号 880湿8501 電話番号0985（26）7086

允 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

なお、申請書類のうち外国語で記載したものは、日本語の訳

文を付記し、又は、添付すること。

４ 資格審査結果の通知

資格審査の結果は、郵便により通知する。

５ 資格の有効期間及び更新手続

茨 有効期間

資格を取得した日から平成30年３月31日までとする。

芋 有効期間の更新手続

有効期間の更新手続を希望する者は、平成30年２月１日から

平成30年２月28日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）に

有効期間更新の申請を行うこと。

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成28年８月１日

県立宮崎病院長 菊 池 郁 夫

１ 競争入札に付する事項

茨 委託件名 県立宮崎病院本館等清掃業務

芋 委託内容 入札説明書及び仕様書による。

鰯 履行期間 平成28年10月１日から平成30年９月30日まで

允 履行場所 県立宮崎病院 宮崎市北高松町５番30号

印 入札方法 茨の委託件名について入札を実施する。落札決定

に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の８

に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは

、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分

の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 234条の３の規定による

契約であり、県は、上記１の鰯の履行期間において次に掲げる

場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものと

する。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件

契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除された場合

ウ 検査の結果、契約内容を満たさない清掃状態であり、県か

ら本件契約の相手方へ書面による改善要求が３回を超えた場

合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件

をすべて満たす者とする。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 病院局が発注する調達手続の特例を受ける清掃業務の委託

契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（平成28年宮

崎県病院局公営企業告示第３号）第２条第２項に規定する清

掃業務の競争入札参加資格者名簿に登録された者であり、か

つ、第８条の規定による指名停止を受けていない者であるこ

と。

ウ 宮崎県の県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）に係

る徴収金に未納がないことを確認できる者であること。

エ 平成26年４月１日から平成28年６月30日までの間に一契約

当たり契約金額 2，000万円以上の建物清掃業務及び一般病床

の許可病床数が 100床以上の病院清掃業務のいずれも履行し

た実績を有する者であること。

オ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年

法律第20号）第12条の２第１項第１号又は第８号の事業につ

いて、同項の都道府県知事の登録を受けている者（建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律

（平成13年法律第 156号）附則第３条の規定の適用を受ける

者を含む。）であること。

カ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に

規定する基準を満たし、かつ、同条第１号に規定する受託業

務の責任者を専任で配置できる者であること。

キ 受託業務を迅速かつ確実に履行できる者であること。

芋 入札に参加しようとする者は、茨ウからキまでの資格要件を

満たすことを証明する書類を平成28年８月15日までに提出しな

ければならない。

なお、上記提出期限を経過しても入札書の提出期限までは当
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該書類を随時受け付けるが、この場合には資格要件審査が間に

合わないことがある。

４ 入札参加資格を得るための申請方法

上記３の茨イに掲げる資格を有していない者で参加を希望する

ものは、次により申請を行い、入札参加資格を得ること。

茨 申請書類の入手・提出及び問い合わせ先

宮崎県病院局経営管理課 経営・財務担当

宮崎市橘通東２丁目10番１号

郵便番号 880湿8501 電話番号0985（26）7086

芋 申請の時期

平成28年８月１日から８月15日まで（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。午前９時から午後５時まで）とする。ただし、受付

期間の終了後も入札書の提出期間までは随時受け付けるが、こ

の場合は、入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある

。

５ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 県立宮崎病院総務課管理担当 宮崎市北高松町５番30

号 郵便番号 880湿8510 電話番号0985（24）4181

芋 期間 平成28年８月１日から平成28年８月15日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

６ 入札説明書の交付場所及び交付期間

茨 場所 県立宮崎病院総務課管理担当

芋 期間 平成28年８月１日から平成28年９月９日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

７ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 県立宮崎病院総務課管理担当

芋 提出期限 平成28年９月９日午後５時

鰯 提出方法 持参又は郵送（郵送にあっては書留郵便に限る。

）によること。

８ 開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県庁７号館 735号会議室 宮崎市橘通東２丁目10

番１号 郵便番号 880湿8501 電話番号0985（26）7086

芋 日時 平成28年９月12日午後２時

９ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県病院局財務規程（平成18年宮崎

県病院局企業管理規程第15号）第81条の規定による。

10 入札の無効に関する事項

宮崎県病院局財務規程第 107条各号のいずれかに該当する入札

は、無効とする。

11 落札者の決定の方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者（調査基準価格を下

回る価格の入札が行われた場合においては、低入札価格調査を行

った結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた者

に限る。）を落札者とする。

12 契約に関する事務を担当する部局等

県立宮崎病院総務課管理担当

13 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

14 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場

合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

15 Summary

茨 Natureandquantityoftheproductstobepurchased:

MiyazakiPrefecturalMiyazakiHospitalCleaningConsign-

ment

芋 Timelimitfortender:5:00p.m.9September,2016

鰯 Contactpointforthenotice:GeneralSection,General

AffairsDivision,MiyazakiPrefecturalMiyazakiHospital,

5-30Kitatakamatsucho,Miyazaki-City,Miyazaki,880-8510

Japan.TEL:0985-24-4181

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成28年８月１日

県立延岡病院長 灘 邊 安 秀

１ 競争入札に付する事項

茨 委託件名 県立延岡病院本館等清掃業務

芋 委託内容 入札説明書及び仕様書による。

鰯 履行期間 平成28年10月１日から平成30年９月30日まで

允 履行場所 県立延岡病院 延岡市新小路２丁目１番地10

印 入札方法 茨の委託件名について入札を実施する。落札決定

に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の８

に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは

、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分

の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 234条の３の規定による

契約であり、県は、上記１の鰯の履行期間において次に掲げる

場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものと

する。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件

契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除された場合

ウ 検査の結果、契約内容を満たさない清掃状態であり、県か

ら本件契約の相手方へ書面による改善要求が３回を超えた場

合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件

をすべて満たす者とする。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 病院局が発注する調達手続の特例を受ける清掃業務の委託

契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（平成28年宮

崎県病院局公営企業告示第３号）第２条第２項に規定する清

掃業務の競争入札参加資格者名簿に登録された者であり、か

つ、第８条の規定による指名停止を受けていない者であるこ

と。

ウ 宮崎県の県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）に係
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る徴収金に未納がないことを確認できる者であること。

エ 平成26年４月１日から平成28年６月30日までの間に一契約

当たり契約金額 2，000万円以上の建物清掃業務及び一般病床

の許可病床数が 100床以上の病院清掃業務のいずれも履行し

た実績を有する者であること。

オ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年

法律第20号）第12条の２第１項第１号又は第８号の事業につ

いて、同項の都道府県知事の登録を受けている者（建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律

（平成13年法律第 156号）附則第３条の規定の適用を受ける

者を含む。）であること。

カ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に

規定する基準を満たし、かつ、同条第１号に規定する受託業

務の責任者を専任で配置できる者であること。

キ 受託業務を迅速かつ確実に履行できる者であること。

芋 入札に参加しようとする者は、茨ウからキまでの資格要件を

満たすことを証明する書類を平成28年８月15日までに提出しな

ければならない。

なお、上記提出期限を経過しても入札書の提出期限までは当

該書類を随時受け付けるが、この場合には資格要件審査が間に

合わないことがある。

４ 入札参加資格を得るための申請方法

上記３の茨イに掲げる資格を有していない者で参加を希望する

ものは、次により申請を行い、入札参加資格を得ること。

茨 申請書類の入手・提出及び問い合わせ先

宮崎県病院局経営管理課 経営・財務担当

宮崎市橘通東２丁目10番１号

郵便番号 880湿8501 電話番号0985（26）7086

芋 申請の時期

平成28年８月１日から８月15日まで（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。午前９時から午後５時まで）とする。ただし、受付

期間の終了後も入札書の提出期限までは随時受け付けるが、こ

の場合は、入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある

。

５ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 県立延岡病院総務課庶務担当 延岡市新小路２丁目１

番地10 郵便番号 882湿0835 電話番号0982（32）6181

芋 期間 平成28年８月１日から平成28年９月９日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

６ 入札説明書の交付場所及び交付期間

茨 場所 県立延岡病院総務課庶務担当

芋 期間 平成28年８月１日から平成28年９月９日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

７ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 県立延岡病院総務課庶務担当

芋 提出期限 平成28年９月９日午後５時

鰯 提出方法 持参又は郵送（郵送にあっては書留郵便に限る。

）によること。

８ 開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県庁７号館 735号会議室 宮崎市橘通東２丁目10

番１号 郵便番号 880湿8501 電話番号0985（26）7086

芋 日時 平成28年９月12日午後２時15分

９ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県病院局財務規程（平成18年宮崎

県病院局企業管理規程第15号）第81条の規定による。

10 入札の無効に関する事項

宮崎県病院局財務規程第 107条各号のいずれかに該当する入札

は、無効とする。

11 落札者の決定の方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者（調査基準価格を下

回る価格の入札が行われた場合においては、低入札価格調査を行

った結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた者

に限る。）を落札者とする。

12 契約に関する事務を担当する部局等

県立延岡病院総務課庶務担当

13 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

14 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場

合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

15 Summary

茨 Natureandquantityoftheproductstobepurchased:

MiyazakiPrefecturalNobeokaHospitalCleaning

Consignment

芋 Timelimitfortender:5:00p.m.9September,2016

鰯 Contactpointforthenotice:GeneralSection,General

AffairsDivision,MiyazakiPrefecturalNobeokaHospital,

2-1-10Shinkouji,Nobeoka-City,Miyazaki,882-0835Japan.

TEL:0982-32-6181

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成28年８月１日

県立日南病院長 峯 一 彦

１ 競争入札に付する事項

茨 業務件名 県立日南病院清掃業務

芋 業務内容 入札説明書及び仕様書による。

鰯 履行期間 平成28年10月１日から平成30年９月30日まで

允 履行場所 県立日南病院 日南市木山１丁目９番５号

印 入札方法 茨の業務件名について入札を実施する。落札決定

に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の８

に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは

、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分

の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 234条の３の規定による

契約であり、県は、上記１の鰯の履行期間において次に掲げる

場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものと

する。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合
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イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件

契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除された場合

ウ 検査の結果、契約内容を満たさない清掃状態であり、県か

ら本件契約の相手方へ書面による改善要求が３回を超えた場

合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件

をすべて満たす者とする。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 病院局が発注する調達手続の特例を受ける清掃業務の委託

契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱（平成28年宮

崎県病院局公営企業告示第３号）第２条第２項に規定する清

掃業務の競争入札参加資格者名簿に登録された者であり、か

つ、第８条の規定による指名停止を受けていない者であるこ

と。

ウ 宮崎県の県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）に係

る徴収金に未納がないことを確認できる者であること。

エ 平成26年４月１日から平成28年６月30日までの間に一契約

当たり契約金額 2，000万円以上の建物清掃業務及び一般病床

の許可病床数が 100床以上の病院清掃業務のいずれも履行し

た実績を有する者であること。

オ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年

法律第20号）第12条の２第１項第１号又は第８号の事業につ

いて、同項の都道府県知事の登録を受けている者（建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律

（平成13年法律第 156号）附則第３条の規定の適用を受ける

者を含む。）であること。

カ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に

規定する基準を満たし、かつ、同条第１号に規定する受託業

務の責任者を専任で配置できる者であること。

キ 受託業務を迅速かつ確実に履行できる者であること。

芋 入札に参加しようとする者は、茨ウからキまでの資格要件を

満たすことを証明する書類を平成28年８月15日までに提出しな

ければならない。

なお、上記提出期限を経過しても入札書の提出期限までは当

該書類を随時受け付けるが、この場合には資格要件審査が間に

合わないことがある。

４ 入札参加資格を得るための申請方法

上記３の茨イに掲げる資格を有していない者で参加を希望する

ものは、次により申請を行い、入札参加資格を得ること。

茨 申請書類の入手・提出及び問い合わせ先

宮崎県病院局経営管理課 経営・財務担当

宮崎市橘通東２丁目10番１号

郵便番号 880湿8501 電話番号0985（26）7086

芋 申請の時期

平成28年８月１日から８月15日まで（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。午前９時から午後５時まで）とする。ただし、受付

期間の終了後も入札書の提出期間までは随時受け付けるが、こ

の場合は、入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある

。

５ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 県立日南病院総務課整備担当 日南市木山１丁目９番

５号 郵便番号 887湿0013 電話番号0987（23）3111

芋 期間 平成28年８月１日から平成28年９月９日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

６ 入札説明書の交付場所及び交付期間

茨 場所 県立日南病院総務課整備担当

芋 期間 平成28年８月１日から平成28年９月９日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

７ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 県立日南病院総務課整備担当

芋 提出期限 平成28年９月９日午後５時

鰯 提出方法 持参又は郵送（郵送にあっては書留郵便に限る。

）によること。

８ 開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県庁７号館 735号会議室 宮崎市橘通東２丁目10

番１号 郵便番号 880湿8501 電話番号0985（26）7086

芋 日時 平成28年９月12日午後２時30分

９ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県病院局財務規程（平成18年宮崎

県病院局企業管理規程第15号）第81条の規定による。

10 入札の無効に関する事項

宮崎県病院局財務規程第 107条各号のいずれかに規定する入札

は、無効とする。

11 落札者の決定の方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者（調査基準価格を下

回る価格の入札が行われた場合においては、低入札価格調査を行

った結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた者

に限る。）を落札者とする。

12 契約に関する事務を担当する部局等

県立日南病院総務課整備担当

13 契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

14 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場

合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

15 Summary

茨 Natureandquantityoftheproductstobepurchased:

MiyazakiPrefecturalNichinanHospitalCleaningConsign-

ment

芋 Timelimitfortender:5:00p.m.9September,2016

鰯 Contactpointforthenotice:EquipmentsSection,Gen-

eralAffairsDivision,MiyazakiPrefecturalNichinanHo-

spital,1-9-5Kiyama,Nichinan-City,Miyazaki,887-0013

Japan.TEL:0987-23-3111


	宮崎県公報　第2816号
	告示
	指定居宅サービス事業者の指定…（長寿介護課）１
	指定居宅介護支援事業者の指定…（長寿介護課）１
	指定介護予防サービス事業者の指定…（長寿介護課）２
	指定居宅サービス事業の廃止…（長寿介護課）２
	指定介護予防サービス事業の廃止…（長寿介護課）２
	有害興行の指定…（こども家庭課）２
	民有林の保安林の指定…（自然環境課）３

	公告
	土地改良区の役員の就退任の届出（７件）…（農村整備課）３
	土地改良区の役員の退任の届出…（農村整備課）６
	土地改良区の定款変更の認可…（農村整備課）６
	建設業法に基づく建設業者の許可の取消し…（管理課）６
	入札公告…７

	病院局公営企業告示
	病院局が発注する調達手続の特例を受ける清掃業務の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱…８

	病院局公告
	平成28年度における特定調達契約に係る競争入札参加資格…33
	入札公告（３件）…33



